
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月定例美祢市教育委員会会議 
 

 

議  案  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第１号 

 

美祢 教育委員会公印取扱規則 一部を改正す 規則 一部改正について 

 

美祢 教育委員会公印取扱規則 一部を改正す 規則 成」0 美祢 教育委員会規則第

７号 一部を次 と 改正す とす  

 

成」1 ３月「8日提出 

美祢 教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

  

 

美祢 教育委員会公印取扱規則 一部を改正す 規則 一部改正 

 

美祢 教育委員会公印取扱規則 一部を改正す 規則 成」0 美祢 教育委員会規則第

７号 一部を次 うに改正す  

別表中 

 

 

 

 

                                    を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改  

学校長印 美祢 立○○学校長印 

○○に小・中学校名称  

方18 18各小・中学

校長 

公文書用 

美祢 立○○学校長印 

○○に小・中学校名称  

方」0 18各小・中学

校長 

卒業証書用 

 

学校長印 美祢 立○○学校長印 

○○に小・中学校名称  

方18 18各小・中学校

長 

公文書用 

美祢 立○○学校長印 

○○に小・中学校名称  

方」0 18各小・中学校

長 

卒業証書用 

美祢 立○○学校長職務代行

者印 

○○に小・中学校名称  

方18 18各小・中学校

長 

公文書用 

美祢 立○○学校長職務代行

者印 

○○に小・中学校名称  

方」0 18各小・中学校

長 

卒業証書用 

 



 

附 則 

こ 規則 公 日 施行し 改正後 美祢 教育委員会公印取扱規則 規程

成」1 ３月15日 施行す  

 

  



議案第 号 

 

  美祢市立小中学校 通学区域に関す 規則 部を改正す 規則 部改正について 

 

美祢市立小中学校 通学区域に関す 規則 部を改正す 規則 成」0 美祢市教育委

員会規則第4号 部を次 と 改正す とす  

  

 成」1 月「8日提出 

                     美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

美祢市立小中学校 通学区域に関す 規則 部を改正す 規則 部を改正す 規    

則 

  

美祢市立小中学校 通学区域に関す 規則 部を改正す 規則 成」0 美祢市教育委

員会規則第4号 部を次 うに改正す  

 第「条 うち 別表第1 改正規定を次 うに改  

  別表第1中 

大嶺小学校 国行町 国行東 国行西 坪美 長ヶ坪 向原 向原団地 曽根住

宅 曽根 曽根中 曽根 工業高校住宅 領 領東 領

西 領住宅1区 領住宅「区 領住宅」区 領住宅4区 領

住宅5区 領住宅 中村住宅 宗高 中村 中村 中村原団地

池尻台 池尻台1区 サン コ ポラス大嶺 来福台1 目 来福台「

目 来福台」 目 来福台4 目 来福台5 目 来福台6 目 来

福台7 目 来福台8 目 駅前通 吉則町 1区 吉則町 「区 吉

則町 」区 吉則町中 吉則町 前川通 吉則 吉則 吉則台

日永 日永住宅 東渋倉 東渋倉団地 西渋倉 渋倉団地 草井川

奥 桃ノ木 桃ノ木 ツ杉 村 村  

を 

大嶺小学校 国行町 国行東 国行西 坪美 長ヶ坪 向原 向原団地 曽根住

宅 曽根 曽根中 曽根 工業高校住宅 領 領東 領

西 領住宅 1区 領住宅 「 区 領住宅 」区 領住宅 4 区

領住宅 5 区 領住宅 中村住宅 宗高 中村 中村 中村

原団地 池尻台 池尻台 1 区 サン コ ポラス大嶺 来福台 1

目 来福台 「 目 来福台 」 目 来福台 4 目 来福台 5 目

来福台 6 目 来福台 7 目 来福台 8 目 駅前通 吉則町 1

区 吉則町 「区 吉則町 」 区 吉則町中 吉則町 前川通

吉則 吉則 吉則台 日永 日永住宅 東渋倉 東渋倉団地

西渋倉 渋倉団地 祖父ヶ瀬 祖父ヶ瀬 祖母ヶ河内 七田

 

 

 



四郎ヶ原 四郎ヶ原 杉原 中村 嘉木 滝口 草井川 奥

桃ノ木 桃ノ木 ツ杉 村 村  

に改 同表城原小学校 項及び赤郷小学校 項を削  

第「条 うち 別表第「 改正規定を次 うに改  

別表第「大嶺中学校 項中 城原小学校 通学区域 を削 同表豊田前中学校 項を削

同表美東中学校 項中 赤郷小学校 通学区域 を削  

   附 則 

こ 規則 成」1 」月「9日 施行す  

  

 



 
 

議案第 号 

 

み 型地域連携教育推進協議会設置要綱 制定 い  

 

み 型地域連携教育推進協議会設置要綱を 制定す す  

 

 成」1 「8日提出 

 

                    美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅   

 

み 型地域連携教育推進協議会設置要綱 

 

趣旨  

第 条 社会総 子 育 や学びを支援す 質 高い教育支援体制を充実させ

み 型地域連携教育推進協議会 以下 協議会 いう を設置し 本市 取組

い 成果 課題を共 し 具体的 振興及び改善策を協議 提案す す  

協議事項  

第 条 協議会 掲 事項を協議し 教育委員会 提言す す  

学校運営協議会 運営方法 支援 関す  

地域協育ネ 取組へ 支援 関す  

小中一貫教育 ふさわしい運営体制 整備 関す  

学校 地域連携カ キュ ム 策定 取組へ 支援 関す  

小中共通 視点 学校評価 取組へ 支援 関す  

み 型地域連携教育 全般 取組へ 支援 関す  

前各号 掲 ほ 特 必要 認 事項 関す  

委員 構成  

第 条 協議会 委員 人程度 し 掲 者 構成す  

中学校区 学校運営協議会 代表者 

小学校及び中学校長会 代表者 

美祢青嶺高等学校及び成進高等学校 代表者 

統括コ ィネ タ 代表者 

地域コ ィネ タ 代表者 

教育委員会事務局 学校教育課及び生涯学習 ポ 推進課 代表者 

前各号 掲 ほ 必要 認 者 

委員 任期  

第 条 委員 任期 し 再任を妨 い し 新 任命さ 委員 任期

前任者 残任期間 す  

会長及び副会長  

第 条 協議会 会長及び副会長を置 委員 互選 選出す  

 会長 会務を総括し 協議会を代表す  

 副会長 会長を補佐し 会長 事故 あ 又 そ 職務を行う

す  

会議  

第 条 協議会 会議 会長 招集し 会議 議長 会長 行う  



 
 

 協議会 委員 過半数 出席し 会議を開く い  

 協議会 議決 出席し 委員 過半数を 決し 可否同数 場合 議長 決す

 

専門委員会  

第 条 協議会 小中一貫教育推進プロ ェク 専門委員会を設置し 小中一

貫教育 取組 必要 教育環境 く 等 調査 研究を行う  

庶務  

第 条 協議会 庶務 教育委員会事務局学校教育課 い 処理す  

そ 他  

第 条 要綱 定 ほ 協議会 運営 関し必要 事項 協議会 い 別

定  

附 則 

要綱 成 日 施行す  

 



 
 

議案第 号 

 

美祢市学校医 内科医 の委嘱につい  

 

 下記の者を美祢市学校医 内科医 に委嘱したいの 教育委員会の承認を求める  

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

 学校医 内科医 の任期   成 31 月 1 日から 成 32 月 31 日ま  

 

 学校医 内科医 の氏名 

氏  名 所   属 担当校 

藤村  寛 
医療法人社団 寛仁会  

藤村内科クリニック 
伊佐小学校 

横山 幸代 三澤医院 
厚保小学校 

厚保中学校 

山本 一誠 
医療法人社団 恵水会  

山本医院 
大嶺小学校 

中元 起力 中元医院 

重安小学校 

麦川小学校 

伊佐中学校 

白井 文夫 白井クリニック 
於福小学校 

於福中学校 

原田 菊夫 医療法人 原田外科医院 
豊田前小学校 

大嶺中学校 

吉崎 美樹 吉崎内科医院 

大田小学校 

綾木小学校 

淳美小学校 

美東中学校 

坂井 久憲 
医療法人社団 

さかい内科クリニック 

秋吉小学校 

秋芳桂花小学校 

秋芳中学校 

 



 
 

議案第  

 

美祢市学校医 歯科医 委嘱につい  

 

 下記 者を美祢市学校医 歯科医 に委嘱 い 教育委員会 承認を求 る  

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

記 

 

 学校医 歯科医 任期   成 31 月 日から 成 32 月 31 日  

 

 学校医 歯科医 氏名 

氏  名 所     属 担当校 

田中 康  医療法人伊佐歯科診療所 
伊佐小学校 

豊田前小学校 

橋本 正明 歯科医院 美東中学校 

木林 弓人 う歯科医院 綾木小学校 

辻 龍  つ 歯科 リニッ  
厚保小学校 

厚保中学校 

來島 孝晴 
医療法人社団 玄晴会  

き 歯科 リニッ  

大嶺小学校 

大嶺中学校 

於福中学校 

中嶋 文彦 美祢歯科医院 
重安小学校 

於福小学校 

實能田 尚 歯科医院 
麦川小学校 

伊佐中学校 

五嶋 賢  
医療法人社団 レイス 

秋芳歯科医院 

大田小学校 

淳美小学校 

秋吉小学校 

秋芳桂花小学校 

秋芳中学校 

 



 

 

議案第６号  

 

美祢市学校医 耳鼻科医 の委嘱につい  

 

 下記の者を美祢市学校医 耳鼻科医 に委嘱したいの 教育委員会の承認を求める  

 

成 31 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

記 

 

 学校医 耳鼻科医 の任期   成 31 日から 成 32 31 日ま  

 

 学校医 耳鼻科医 の氏名 

氏   名 所     属 担当校 

樽本 俊介 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  

伊佐小学校 

厚保小学校 

伊佐中学校 

厚保中学校 

山本 陽  山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  

伊佐小学校 

厚保小学校 

伊佐中学校 

厚保中学校 

狩  加莉 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  
大嶺小学校 

大嶺中学校 

沖中 洋介 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  
大嶺小学校 

大嶺中学校 

竹本 洋介 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  

安小学校 

麦川小学校 

於福小学校 

豊 前小学校 

小林 貴 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  
秋芳桂花小学校 

秋芳中学校 



 

 

西村 省吾 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  
秋吉小学校 

於福中学校 

眞﨑 達也 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  

綾木小学校 

淳美小学校 

美東中学校 

坂本 めい 山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科分  
大 小学校 

美東中学校 

 



 

 

議案第７号 

 

美祢市学校医 眼科医 の委嘱につい  

 

下記の者を美祢市学校医 眼科医 に委嘱したいの 教育委員会の承認を求める  

 

成 31 月 2里 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

記 

 

 学校医 眼科医 の任期   成 31 月 日から 成 32 月 31 日ま  

 

 学校医 眼科医 の氏名 

氏 名 所    属 担当校 

砂  潤希 山口大学大学院医学系研究科眼科学教室 

厚保小学校 

麦川小学校 

豊 前小学校 

秋芳桂花小学校 

厚保中学校 

芳川 奈 山口大学大学院医学系研究科眼科学教室 

伊佐小学校 

安小学校 

於福小学校 

伊佐中学校 

於福中学校 

山城 知恵美 山口大学大学院医学系研究科眼科学教室 

綾木小学校 

淳美小学校 

大嶺中学校 

西本 綾奈 山口大学大学院医学系研究科眼科学教室 

大嶺小学校 

大 小学校 

美東中学校 

小林 佳 山口大学大学院医学系研究科眼科学教室 
秋吉小学校 

秋芳中学校 

 



 
 

議案第８号 

 

美祢市学校薬剤師 委嘱につい  

 

 下記 者を美祢市学校薬剤師に委嘱したい 教育委員会 承認を求める  

 

成 31 月 2里 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

記 

 

 学校薬剤師 任期   成 31 月 日から 成 32 月 31 日  

 

 学校薬剤師 氏名 

 氏 名 所   属 担当校 

篠田 南海子 篠田薬局 
伊佐小学校 

伊佐中学校 

山本 淳子 クス 岩崎チェーン 安小学校 

山 友志 フ ワー薬局ほたる 店 
大田小学校 

美東中学校 

川越 陽子 薬局 

大嶺小学校 

大嶺中学校 

於福中学校 

真瀬 真佐子  

厚保小学校 

麦川小学校 

厚保中学校 

玉井 賢悟 秋芳薬局 

於福小学校 

秋吉小学校 

秋芳中学校 

堀田 慶子 美祢社会復帰センター薬局 豊田前小学校 

北川  建 ファミ ー薬局 
淳美小学校 

秋芳桂花小学校 

永田 可奈子 美秋薬局 綾木小学校 



 

 

議案第９号  

 

美祢市体育施設 設置及び管理に関す 条例施行規則 一部改正につい  

 

 

 美祢市体育施設 設置及び管理に関す 条例施行規則 成 20 美祢市教育委員会規則

第 28 号 一部を次 改正す す  

 

成 31 ３月 28 日 

 

 

                   美祢市教育委員会教育長  岡 崎 堅 次 

 

 

   美祢市体育施設 設置及び管理に関す 条例施行規則 一部を改正す 規則 

 

 美祢市体育施設 設置及び管理に関す 条例施行規則 成 20 美祢市教育委員会規則

第 28 号 一部を次 うに改正す  

第 4 条表中 

 

美祢市川東体育館 通  午前9時 午後10時

ま  

1「月「9日 翌 1月」日

ま 日 

                                      を 

 

美祢市川東体育館 通  午前9時 午後10時

ま  

1「月「9日 翌 1月」日ま

日 

美祢市豊田前体育

館 

通  午前9時 午後10時

ま  

1「月「9日 翌 1月」日ま

日 

美祢市城原体育館 通  午前9時 午後10時

ま  

1「月「9日 翌 1月」日ま

日 

美祢市赤郷体育館 通  午前9時 午後10時

ま  

1「月「9日 翌 1月」日ま

日 

                                      に  



 

 

 

     

     

     

                                   を 

 

  

 

 

 

                                   に改  

 

   附 則 

 こ 訓令 成 31 4 月 1 日 施行す  

 

豊田前中学校グラウ

ンド夜間照明施設 

通  日没後 必要時間

午後9時ま  

1「月「9日 翌 1月」

日ま 日 

豊田前多目的広場夜

間照明施設 

通  日没後 必要時間

午後9時ま  

1「月「9日 翌 1月」

日ま 日 



 
 

議案第 10号  

 

美祢市温水プール管理員設置要綱 一部改正について 

 

 美祢市温水プール管理員設置要綱 成 「5 美祢市教育委員会訓令第 6号 一部を次

と 改正す とす  

 

成 」1 月 「8 日 

 

                   美祢市教育委員会教育長  岡 崎 堅 次 

 

   美祢市温水プール管理員設置要綱 一部を改正す 訓令 

 

 美祢市温水プール管理員設置要綱 成 「5 美祢市教育委員会訓令第 6号 一部を次

うに改正す  

第 9 条中 7 万 9,」10 円 を 8 万 900 円 に改  

 

   附  則 

 こ 訓令 成 31 月 1 日 施行す  

 



 
 

議案第 11号 

 

美祢市社会教育指導員等の委嘱に い  

 

下記の者を美祢市社会教育指導員及び社会教育専門指導員に委嘱したいの 教育委員会

の承認を求め  

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

 

記 

 

 指導員等の任期   成 31 月 日か 成 32 月 31 日ま  

 

 指導員等の氏名 

区分 氏 名 所    属 備考 

社 会 教 育 

指 導 員 
齊藤 光雄 生涯学習スポーツ推進課 再任 

社 会 教 育 

指 導 員 
藤永 英子 大嶺公民館館長兼市民会館館長 再任 

社 会 教 育 

指 導 員 
高田 徹明 美祢図書館館長 新任 

社 会 教 育 

専門指導員 
阿川 伸美 生涯学習スポーツ推進課 花 く  再任 

 



 
 

議案第 12号 

 

美祢市温水プール管理員の委嘱につい  

 

下記の者を美祢市温水プール管理員に委嘱したいの 教育委員会の承認を求める  

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

 

記 

 

 管理員の任期   成 31 月 日から 成 32 月 31 日ま  

 

 管理員の氏名 

区分 氏 名 所属 備考 

管 理 員 櫛崎 和美 美祢市温水プール 再任 

管 理 員 三浦 洋介 美祢市温水プール 再任 

 



 
 

議案第 13号 

 

美祢市立図書館あ 方検討委員会委員の委嘱につい  

 

下記の者を美祢市立図書館あ 方検討委員会委員に委嘱したいの 教育委員会の承認を

求め  

 

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次   

 

 

記 

 

 委員の任期   成 31 月 日か 成 32 月 31 日  

 

 委員の氏名 

氏  名 所属 備考 

山根 文江 2 号委員 関係団体代表者 読 聞かせの会代表  再任 

野原 妙子 3 号委員 図書館利用者 美祢地域  再任 

木村 幸子 3 号委員 図書館利用者 美東地域  再任 

豊田 康恵 3 号委員 図書館利用者 秋芳地域  再任 

 



 

 

議案第 14号 

 

美祢市生涯学習のまち く 推進協議会委員の委嘱及び解嘱に い  

 

下記の者を美祢市生涯学習のまち く 推進協議会委員に委嘱及び解嘱したいの 教育

委員会の承認を求め  

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

 

記 

 

 

 委員の任期   委嘱日か 成 32 月 31 日ま  

 

 委員の氏名    

区分 氏  名 所 属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 倉永 栄 大田公民館運営審議会 会長 成 31 月 日  

委嘱 末永 浩己 髙山産業株式会社 成 31 月 日 
 

解嘱 松野登美子 大田公民館運営審議会 委員 成 31 月 31 日 
 

解嘱 髙山 正樹 髙山産業株式会社 代表取締役 成 31 月 31 日 
 

 

 



議案第 15号 

 

美祢市家庭教育支援チーム寄 添い応援隊委員の委嘱につい  

 

記の者を美祢市家庭教育支援チーム寄 添い応援隊委員に委嘱したいの 教育委員会

の承認を求め  

 

 

成 31 月 28 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次   

 

 

記 

 

 家庭教育支援チーム寄 添い応援隊委員の任期 

成 31 月 日か 成 32 月 31 日ま  

 

 家庭教育支援チーム寄 添い応援隊委員の氏名 

氏  名 所    属 備考 

宮﨑 芳子 美祢市立綾木 学校非常勤講師 再任 

利 真澄 主任児童委員 再任 

田中 和代 児童クラブ指 員 再任 

安倍 悦子 市民福祉部 地域福祉課 家庭児童相談員 再任 

 



 
 

議案第16  

 

美祢 川東コミュニテ センター 設置及び管理 関 条例施行規則 定 い

 

 

美祢 川東コミュニテ センター 設置及び管理 関 条例施行規則を次

 

 

成」1 」月「8日提出 

 

               美祢 教育委員会教育長  岡 崎 堅 次 

 

美祢 川東コミュニテ センター 設置及び管理 関 条例施行規則 

 

趣旨  

第 条 規則 美祢 川東コミュニテ センター 設置及び管理 関 条例 成

「0 美祢 条例第10「 以 条例 いう 第15条 規定 基 川東コミュニテ

センター 以 センター いう 管理そ 他必要 事 を定  

職員 職務  

第 条 所長 命を 業務を掌理 所属職員及び管理人を指揮監督  

 管理人 指示 従いセンター 業務 従事  

開館及び閉館  

第 条 センター 次 日を除 開館 美祢 教育委員会 以 教育委員

会 いう 管理 必要 あ 認 場合 臨時 休館 開館 又 を

変更  

。1) 月曜日 月曜日 国民 日 関 法 昭和「」 法 第178 規定

休日 当 そ 翌日  

。「) 1「月「9日 翌 1月」日 日 

開館時間  

第 条 開館時間 午前9時 午 10時  

 前 規定 わ 教育委員会 特 必要 あ 認 開館時間を短

縮 又 延長  

使用 申請  



 
 

第 条 センターを使用 う 者 あ 使用 変更 許可申請書 記様式

第1 を教育委員会 提出 い  

 申請書 提出 使用 日 」箇月前 」日前 間 教育委員会

特 認 場合 限 い  

使用許可書 交付  

第 条 教育委員会 前条 申請書 提出さ 場合 い 適当 認 使用

変更 許可書 記様式第「 を申請書を提出 者 交付  

 使用許可を 者 以 使用者 いう センターを使用 許可

書を携行 管理人 要求 あ を提示 い  

使用許可 位  

第 条 使用許可 位 申請 教育委員会 公益 特 必要 あ

認 限 い  

使用時間 範囲  

第 条 使用時間 本来 目的 使用 時間 ほ 準備及び設備等を原状 復

要 時間を含  

使用 変更及び 消承認  

第 条 使用者 そ や を得 い理由 使用を変更 場合 使用 日 5

日前 使用許可 変更 申請書 記様式第1 を提出 そ 承認を

い  

 使用者 そ や を得 い理由 使用 場合 使用 日 5

日前 センター使用 消承認申請書 記様式第」 を提出 そ 承認を

い  

使用料 減免  

第10条 条例第7条 規定 使用料を減額 又 免除 及びそ 額 次

場合 い 算定 額 10 未満 端数 あ を

捨  

。1) 又 教育委員会 主催 又 共催 事業又 行事 使用  使用料 全

額 

。「) 団体 行政活動 協力目的等 使用  使用料 全額 

。」) 幼稚園 保育園 小学校 中学校又 高等学校 教育又 保育活動 使用

 使用料 全額 

。4) 又 教育委員会 援 事業又 行事 使用  使用料 「 1 相当

額 



 
 

。5) 国 他 地方公共団体 公益社団法人若 公益財団法人又 公共的団体 民

福祉向 使用  使用料 「 1 相当 額 

。6) 施設 設置目的 鑑 教育委員会 減額 適当 認 団体 当該団体

目的 営利目的を除 使用  使用料 「 1 相当 額 

。7) 構成員 過半数 居住 身体障害者福祉法 昭和「4 法 第「8」 第15条

第4 規定 身体障害者手帳 交付を い 者 都道府県知事又 地方自治法

昭和「「 法 第67 第「5「条 19第1 指定都 長 療育手帳 児童相談所又

知的障害者福祉法 昭和」5 法 第」7 第1「条第1 規定 知的障害者更生相談

所 い 知的障害 定さ 者 対 支給さ 手帳 そ 者 障害 程度そ

他 事 記載 あ をいう 交付を い 者 精 保健及び精 障害

者福祉 関 法 昭和「5 法 第1「」 第45条第「 規定 精 障害者保健

福祉手帳 交付を い 者又 そ 介護を行う者 組織さ 団体 使用  

使用料 「 1 相当 額 

。8) 構成員 過半数 居住 65歳以 者 組織さ 団体 使用  

使用料 「 1 相当 額 

。9) 構成員 過半数 居住 中学生以 者 組織さ 団体 使用  

使用料 「 1 相当 額 

。10) 前各 掲 ほ 教育委員会 特 減額 又 免除 理由 あ

認  そ 都度定 額 

使用者 遵守事  

第11条 使用者 係員 指示 従う 次 事 を守 い  

。1) 許可を い い物品 印 物等を掲示 販売 若 配 又

類 行為を い  

。「) 所定 場所以外 火気を使用 又 喫煙を い  

。」) 他 使用者 対 迷惑 う 行為を い  

。4) 所定 場所以外 ルコール類 飲食を い  

。5) 付 紙等建物そ 他物件を破損 恐 あ 行為を い  

。6) 設備を変更 う 管理人 指示を得  

。7) 前各 掲 ほ 教育委員会 指示 反 行為を い  

そ 他  

第1「条 規則 定 ほ センター 運営 関 必要 事 定  

附 則 

 規則 公 日 施行 美祢 川東コミュニテ センター 設置及び管理



 
 

関 条例施行規則 規定 成」1 1月1日 施行  



議案第 17 号 

 

   美祢市博物館等施設特別専門員の委嘱につい  

 

 記の者を美祢市博物館等施設特別専門員に委嘱したいの 教育委員会の承認を求める  

 

  成 31 28 日提出 

 

 美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

記 

 

 特別専門員の任期   成 31 日から 成 32 31 日ま  

 

 特別専門員の氏名 

 氏 名 所 属 備 考 

 

荒木 陽子 秋吉台科学博物館 再任 

柳井   秋吉台科学博物館 新任 

小田村 宏 長登銅山文化交流館館長 再任 

椿   徹 長登銅山文化交流館 新任 

 村  崇史 文化財保護課 再任 

 



 

 

議案第 18 号 

 

   特別天然記念物秋芳洞照明植生対策委員会委員の委嘱につい  

 

 下記の者を特別天然記念物秋芳洞照明植生対策委員会委員に委嘱したいの 教育委員会

の承認を求める  

 

  成 31 月 28 日提出 

 

 美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

記 

 

 委員の任期   委嘱日から 成 33 月 31 日ま  

 

 委員の氏名 

 氏 名 所 属 備 考 

 

吉村 和久 九州大学名誉教授 化学  新任 

石原与四郎 福岡大学理学部助教 地質  新任 

鮎沢  潤 福岡大学理学部助教 地質  新任 

久間 英樹 松江工業高等専門学校教授 電子制御工学  新任 

 堀   学 山口大学理学部准教授 生物  新任 

 後藤  聡 日本洞窟学会会長 洞窟写真  新任 

 



 

 

議案第 1重 号 

 

   美祢市長登銅山文化交流館運営審議会委員の委嘱につい  

 

 記の者を美祢市長登銅山文化交流館運営審議会委員に委嘱したいの 教育委員会の承

認を求める  

 

  成 31 月 28 日提出 

 

 美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

記 

 

 委員の任期   成 31 月 日から 成 33 月 31 日ま  

 

 委員の氏名 

 氏 名 所 属 備 考 

 

櫛﨑 和美 大田ふるさ 振興会会長 再任 

井  征男 長登古代銅精錬愛好会会長 再任 

世良 泰祐 長登銅山保存会会長 再任 

 阿  太助 一社 美祢市観光協会 再任 

 森  武久 美東町文化研究会顧問 再任 

 


